
宮 介 第 １ ２ １ 号

令和３年４月２７日

介護保険サービス事業所長 殿

宮崎市介護保険課長

（ 公 印 省 略 ）

事故発生時の報告について（通知）

標記の件につきましては、介護サービスの提供中に事故が発生した場合は、市町村へ報告を行うこ

とが条例により義務付けられています。

つきましては、下記内容について、各自ご確認いただき、取り扱いについて各事業所での周知徹底

をお願いいたします。

記

事故報告書様式の変更について

令和３年５月１日より事故報告書様式が変更となります。

つきましては、令和３年５月１日以降に発生した事故については、新様式に記入し報告してくだ

さい。また、様式の変更に伴い、「宮崎市事故報告要領」及び「記載注」を改定しています。新様

式については、宮崎市ホームページに掲載しておりますので各事業所及び施設でダウンロードし、

「宮崎市事故報告要領」、「記載注」を参考に記入してください。

事故報告書の提出について

事故報告書の提出は可能な限りメールにてお願いします。ＦＡＸで提出される場合は、文字がつ

ぶれて読み取れないことがありますので、可能な限りパソコンで作成したものを送信してください。

〈掲載場所〉宮崎市ホームページトップページ＞

産業・事業者＞福祉＞介護保険＞事業者等への通知・案内＞事故発生時の報告について
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